
ソシオサイエンス　Vol.13　2007年3月

論　文

カントの｢範型論｣について

-生命倫理学におけるパーソン論への射程-

安　部　晃　正*

17

1.はじめに

生命倫理学におけるパーソン論は,重度障害

新生児の治療停止や人工妊娠中絶,脳死状態に

ある患者の延命処置の中止等に関して,人間を

人格を持つものと持たないものに分類し,後者

を人為的に死に至らしめることを正当化する議

論である｡パーソン論の噂矢であるM.トウ-

リーは,人格を｢その有機体が自己意識を有す

ること｣と定義した上で,生存欲求の自己認識

を有する者に限り生存権が与えられると論じ

嬰児殺しを容認した[Tooleyl972]t　同様の立

場に立つ者として,他にP.シンガー, J.ファイ

ンバーグらがいるが,こうしたパーソン論によ

る人間の｢線引き｣に対して,今日まで多くの

反論がなされてきた｡

その中で,嬰児殺しを否定し,ある程度社会

通念に同調する修正パーソン論ともいうべき

論を里示した研究者として, Tエンゲルハート

が挙げられる｡エンゲルハートのパーソン論

は,カントの道徳哲学を援用しているところに

特徴がある｡問題は,本来カントとは相容れな

い功利主義の立場で,カントが人格に関して導

出した命題である定言命法の第二命題を,批判

哲学の体系から切り離して利用していることに

ある｡小論ではこのような拡大解釈に焦点を当

て,その検討を試みる上で重要と思われるカン

トの論述として, 『実践理性批判』における範

型論を取り上げる｡範型論に着日する理由は以

下の如くである｡第-に,範型論は定言命法と

その諸方式がエンゲルハートのような功利主義

的利用を防止するという目的を持つO　第二に,

範型論は感性界における個別的行為に対する超

感性界における道徳法則の適用について論ずる

ものであり,パーソン論という具体的問題をカ

ントの道徳哲学と対略させて論ずる上で有用と

思われる｡以上二産である｡

一方,カント研究者の間でも,範型論につい

ての解釈が必ずしも確立されているわけでは

ない｡ E.カッシーラJlやHJ.ペイトンらによ

る,自然法則に合目的性を読み込む解釈が優勢

となっているものの,その論証は必ずしも明瞭

でない｡なぜなら,範型論はカント批判哲学の

宿命ともいえる超感性界と感性界という二分法

に起因する薙間に直結するからある｡

小論の目的は,第一に,範型論に関するこれ

までの主だった解釈についての比較検討を行っ

た上で,筆者なりの見解を示すことにある｡第
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二に,その見解を基に,エンゲルハートのパー

ソン論について検証する｡そして新たな生命観

を模索する端緒としたい｡

2.カントの範型論

2-1.範型論の概略とその解釈における論点

『実践理性批判』の一節, ｢純粋な実践的判断

力の範型論について｣にて論述される範型論

は,超感性界と感性界とがいかに関係するかを

論ずる,いわばカント哲学の要ともいえるもの

である｡まず,その範型論について概略を示

し,次に範型論に含まれる論点を指摘する｡

道徳的善は超感性的なものであるため,感性

的直観のうちにそれに対応するものを見出すこ

とができない｡感性界において可能な行為を純

粋な実践的法則の下に包摂するためには,理性

の理論的使用による法則に従った事例の図式で

はなく,法則そのものの図式により判定されな

ければならない｡ただし法則そのものの図式

は,感性的直観の関与しないものであり,図式

Schemaという言葉は適切でない｡道徳法則は,

それを自然に適用することを媒介する認識能力

としては悟性しか持っていない｡したがって道

徳的善は感性界における自然法則を｢たんにそ

の形式の面において,判断力のための法則とし

て基底に置くことができるO｣ [Kant,1788,176,

ページは訳文,以下同様]これを範型乃pusと

呼ぶ｡

感性界における自然法則のたんに法則という

形式の面を範型として, ｢われわれにとって感

性界において可能な行為が,理性の実践的規

則の下にある事例かどうかを決定する｣のが

実践的判断力である｡実践的判断力によって,

｢規則において一般的にin abstracto (抽象的に)

述べられたことが,ある行為へと具体的にin

concreto適用される｡｣ [Kant 1788: 173]

こうして, ｢汝が企てる行為が,汝自身がそ

の一部分であるような自然法則に従って生ずる

としたら,汝はその行為を汝の意志によって可

能なものと見なすことができるかどうか,自問

してみよ｡｣ [Kant1788:177〕という実践的判

断力の規則が導き出される｡

このような範型論について,以下のような論

点を指摘しうる｡

1)叡知界と感性界という二領域Gebietは超え

難き深淵によって隔てられているにもかかわ

らず,超感性的な道徳的善と感性界における

行為とは範型を媒介として関係づけられるこ

とが可能となる｡この関係づけはどのように

解釈されるべきか｡

2)範型における自然法則とはいかなる意味

か｡素朴に解せば,人間の意志と行為とを機

械論的に関係づける,ということになる｡こ

の間題についてのカントによる記述があまり

なされていないこともあり,これまでその解

釈が課題とされてきた｡近年,優位となって

いる解釈は,範型論のうちに目的論的含意を

読み取ろうとするものである｡しかし目的論

的含意の読み取り方は研究者によって異な

り,その論証は必ずしも明証性を有するもの

ではない｡したがってこの間題にはとくに重

点を置いて後述する｡

3)範型論は実践的判断力の規則についての議

論であり,目的論的含意の問題と関連して,

実践的判断力に反省的判断力の働きが含まれ

ているとする見解もある｡これについてどの

ように解釈すればよいか｡
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をどう解釈するかという問題がある｡第-命

題とは, ｢汝の行為の格率が,汝の意志を通じ

て,普遍的自然法則となるかのように行為せ

よ｣ [Kant言785:105　強調,傍点は原文のまま,

以下同じ]という命法であり,両者を同一とす

る見解と,異なるとする見解とに分れている｡

小論は主にはじめの二つの論点に焦点を当てる

ものであるため,ここではこの間題についてこ

れ以上踏み込まず,たんに指摘するにとどめた

い｡

さて,最初に,叡知界に属する道徳的善と,

現象界に属する行為との関係についての問題に

ついて考察する｡

｢感性化としてのあらゆる感性的表示｣には,

図式的schematischまたは象徴的symbolischの二

通りの仕方がある｡図式的とは,悟性が把捉す

る概念に対応する直観がアプリオリに与えられ

るという仕方での感性的表示である｡象徴的と

は｢いかなる感性的直観もそれに適合すること

ができない概念の根底にある種の直観が置か

れ,判断力の手続きはこの直観と,判断力が

図式作用において行なう手続きとたんに類比(2)

的な仕方で一致する｣という仕方での感性的表

示である[Kant, 1790:上433]c

また, ｢道徳的善は客観の点でなにか超感性

的なものであり,それゆえこのものに対して

は,いかなる感性的直観のうちにもそれに対

応することを兄いだすことはできないO｣ [Kant

1788: 174〕

したがって道徳的善と行為とはさしあたり

象徴的関係にあるといえる｡ただし範型論は,

｢感性界において具体的に現示されるべき道徳

的善の超感性的理念を, 〔感性界において可能

的な行為に:引用者,以下同じ〕適用しうる｣

[Kant,1788: 173]ことを本義とし, ｢道徳法則は,

それを自然の対象に適用することを媒介とする

認識能力として,悟性(構想力ではなく)のみ

を有する｣ [Kant, 1788: 174]ことを考慮すれば,

道徳的善と行為との関係を,端的に象徴的と結

論することはできない｡両者の関係は,道徳的

善に対応するものを感性的直観のうちに兄いだ

すことができない点で象徴的である一方,道徳

法則の,感性界において可能な行為への包摂に

おいて｢法則そのもの｣を図式としうるという

点では,あくまで形式の面において,図式的と

もいえるのである｡したがって,道徳的善と行

為との関係は,形式的図式によって象徴的感性

化が可能となる関係にある,といえよう｡

次に,範型論における自然法則の解釈につい

てである｡自然法則に関する解釈として主流を

なすのは,これに合目的性を読み込むものであ

る｡中でもHJ.ペイトンはその先鋒と呼べるほ

ど明白に目的論的含意を強調しているため,こ

こでその解釈について概観する｡

ペイトンは, ｢カントが念頭に置いている自

然法則は因果法則ではなく目的論的法則である

ということに気づかなければ,カント説の理

解に着手する可能性さえない｣,さらには｢物

理的自然｣の因果法則でさえも, ｢目的の概念

を用いなければならない｣と主張する[Paton

1947: 219]

｢ 『純粋理性批判』ではこう主張されていた｡

理性は生命を有する存在者を考察する際には,

｢いかなる器官も,いかなる能力も,またいか

なる衝動も,否あらゆるものが,余計でもその

使用に対して不適合でもなく,むしろあらゆる

ものは正確に生命におけるその目的に適合して
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いると｡｣ [Paton 1947:220]

｢カントは『道徳形而上学』ではっきりと述

べている｡人間の,己れ自身および他人に対す

る関係において目的でありうるものは,純粋実

践理性にとっても目的である｡というのも,そ

れ(すなわち理性)は目的一般の能力だからで

ある｡それ故,目的に関して無関心であること

は矛盾である｡｣ [Paton 1947: 229]

ペイトンによれば,人間を考察する際には,

理論理性においても実践理性においても目的論

的に解釈しなければ,理性自身にとって矛盾す

ることになるのである｡

そしてペイトンは範型を, ｢人間的自然にお

ける諸目的の体系的調和をめざした意志が,こ

の特殊的格率を人間的自然の法則として矛盾

なく意志しうるかどうかを問う｣ [Paton1947:

221]ものと結論する｡

こうしたペイトンの解釈に対して, L.W.ペッ

クは異論を唱えている｡ ｢私はペイトンの厳密

で模範的な解明にも,ただ一点だけ納得ができ

ない｡彼が,自然の秩序のこれらの概念の第二

のもの〔有機的統一体〕のみが範型の役をする

と主張しているのは正しくないと思う｡因果的

斉一性の概念は少なくとも最少の役割は有する

と思う｣｡ [Beck1960:373]

ペックは｢法則の下の自然の秩序｣には, 1)

｢因果法則の下での現象の芳一な継起｣として

の｢自然の普遍的斉-性｣, 2) ｢一つの全体と

しての自然が一つの有機的統一体として解釈さ

れるような関係｣という二つの意味があるとす

る｡ [Beck 1960: 198-199]

｢自然の普遍的芳一性｣とは,たとえば｢私は

嘘をつくべきだ｣という格率を普遍化した場

令,その格率が｢自己破壊する｣というような

｢記述的普遍的原則｣である｡しかしペックは

これを消極的にしか評価しない｡

ペックが積極的に評価するのは第二の意味,

すなわち｢有機的統一体｣としての自然秩序で

ある｡しかし,ここで読者がとくに注意しなけ

ればならないのは,このような目的論的概念

を,ペックはあくまでも｢法則の形式｣を基底

に置いて解釈している点である｡

｢道徳的秩序の観念で暗黙裸にあるのは交互

作用する意志の秩序(関係の第三範噂)の観念

であり,このような世界に対して我々が有する

最良の範例は,法則の下の自然の秩序である｡｣

[Beck 1960: 157]

ペックは自然のカテゴリー表における関係の

第三範噂,すなわち相互性の範噂を,自由のカ

テゴリー表における関係の第三範噂,すなわち

｢ある人格のほかの人格の状態に対する相互的

な｣ [Ka叫1788:170]関係に対照させ,これを

範型の｢最良の範例model｣とするのである｡

ここでペックが言わんとしている関係の第三

範噂についての具体的例証を挙げれば,万有引

力の法則の下での太陽系の惑星の運行のごとき

ものになろう｡太陽と各惑星は,相互に万有引

力の法則の下で,一定の力学的均衡を保って

運行している｡このような均衡的相互作用が,

｢共通の法の下での人格の共同体｣ [Beck 1960:

199]における人格相互間の調和の範型に妥当

する,ということになると思われる｡

つまりペックの場合, ｢自然の普遍的芳一性｣

は因果性という関係の第二範噂を基底に置くが
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故に範型となり, ｢有機的統一体｣は関係の第

三範噂を基底に置くが故に範型となるというよ

うに, ｢法則の形式｣に基づく解釈をしている

点で一貫している｡カントが範型論で一切合目

的性に言及しておらず, ｢法則の形式｣のみを

判断の基底に置きうるとしている点で,ペック

はペイトンよりもカントの意図に忠実に解釈し

ているように思われる｡

第三に,実践的判断力に反省的判断力の働き

が含まれているかどうかという問題である｡カ

ントは人間の根本能力を,認識能力,欲求能力,

快不快の感情とした｡道徳法則は上級欲求能力

に由来する実践理性の立法であり,合目的性は

快不快の感情に由来する反省的判断力の立法で

ある｡カントの議論は常にそれぞれの能力の上

級の部分に焦点が当てられている｡欲求能力と

快不快の感情は,それぞれの下級部分が融合し

て生への傾向性ないし自愛として現象する｡と

ころで趣味判断は,一切の関心を欠くところに

成立する｡たとえそれが道徳的善への関心で

あっても,道徳的善とは独立に反省的判断力が

働くことで,初めて趣味判断は成立するのであ

る[Kant 1790:上94-97]ォ　同株に,実践的判断

力に反省的側面を読み込むことは,道徳的判断

に快不快の感情を滑り込ませることになる｡し

たがって,範型論において｢判断力のための法

則として基底に置くunterlegen｣のは,法則の

形式という規定的側面にとどめておくべき方が

妥当と考える｡

2-2.範型論本来の合法則性を重視する意義

まず,ごく素朴に範型論に合目的性を読み込

んだ場合,どのような矛盾が生じるかを考えて

みたい｡その場合,批判全体の文脈が破産する

可能性が出てくると思われる｡本来,理論理性

の批判によって生じた,自然の合法則的必然と

自由との二律背反が,実践理性の批判の契機に

なったのである｡そして,自由の原因性は『第

二批判』において叡知界へと予定調和的に定位

することで,これらの二律背反が解消されたの

である｡範型論は,感性を基準にして分かたれ

た叡知界と現象界とを,自然法則の形式的図式

性を根拠として再び接点を持たせるものであっ

た｡ところが,自然法則の合法則性を合目的性

へと読み替えることは,悟性に依存する合法則

的自然から自立的･合目的的自然へとシフトす

ることであり,結果的に悟性という接点を喪失

し,同時に,自然必然性と自由との二律背反

:ト　吉i.i-j,;二宮!. ･･亘!口�"J一理:二+･･二十　�"蝣�"if:.i

域Gebietにおいて解消され　感性による結界が

破産することになる｡感性的制約の喪失は,感

性的制約からの自由をも喪失することになり,

理性の自律は単なる自乗に陥る｡理性が己れの

合目的性という原理に従い自乗運動することに

よって構成される領域とは,カントが範型論に

よってそれに陥ることを防ごうとした神秘主義

的領域に他ならない｡したがって,範型論に合

目的性を読み込もうとするならば,叡知界と現

象界との間の深淵にいかに配慮するかというこ

とが課題となるであろう｡

カントが範型と自然法則一般の形式との関係

を以下のように明記している｡

｢普遍的自然法則は,行為の格率を道徳的原

理に従って判定する際の範型である｡行為の格

率が,自然法則一般の形式において吟味に耐え

る性質のものでないとしたら,この格率は道徳

的に不可能である｡｣ [Kant, 1788言78〕
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自然法則一般の形式による吟味に耐えられな

い格率は,道徳的に不可能,というのである｡

この箇所のみならず,カントは合法則性に基づ

く吟味こそが範型となることを繰り返し述べて

いる｡一方,合目的性については一切言及され

ていない｡また,自然の合目的性についてのカ

ントの捉え方は複雑である｡というのも,人間

が理性的存在者であると同時に自然の一部であ

るからである｡

｢自然は,むしろ自然の破壊的な諸作用にお

いて,つまりペスト,飢え,水害,凍害,他の

大小のさまざまな動物による襲撃などにおい

て,人間をほかのあらゆる動物と同様に少しも

容赦しない｡それどころか,人間のうちにある

自然本質の不合理は,人間をその上人間自身が

作り出した苦しみに陥れ,さらに人類が属する

他の人間たちをも支配の重圧や戦争の野蛮など

によってそうした苦境に陥れるのであり,こう

して人間は可能な限り自分で自分自身の類の破

壊に携わるから,われわれの外なる自然がきわ

めで恩恵的である場合ですら,自然の目的は,

それがわれわれの種族の幸福にむけられている

としても,われわれの内なる自然がそれを受け

入れることがないから,地上での諸目的の体系

のうちで達成されることはないであろう｡人間

はそれゆえ,つねに自然目的の連鎖のうちの項

であるに過ぎない｡｣ [Kant1790:下183-184]

この, 『判断力批判』の｢目的論的判断力の

方法論｣の中で述べられている｢自然｣は感性

的自然であるが,カントはそこに調和的な美を

見ていない｡また,自然の目的については以下

のように説明されている｡

｢人間が幸福ということで理解しているこ

とや,実際に人間自身の最終の自然目的(自由

の目的ではなく)であるものは,人間によって

決して到達されることはないであろう｡なぜな

ら,人間の本性は,所有や享受の点でどこかで

停止し満足させられるといったたぐいのもので

はないからである｡｣ [Kant 1790:下183]

ここで述べられている｢人間の本性｣とは,

生への傾向性と結びついた下級欲求能力として

の限りなき欲望である｡それゆえ人間は類とし

ての人間とも自然とも調和することはなく,む

しろ両者に対して破壊的なのである｡

『実践理性批判』の中では,カントは自然を

以下のように, ｢感性的自然｣ ｢原型的自然｣ ｢模

型的自然｣の3つに分けて説明している｡ [Kant

1788: 110-111]

｢感性的自然｣とはいうまでもなく｢もっと

も一般的な意味での自然｣であり, ｢法則の下

にある諸事物の現存である｣｡したがって｢感

性的自然｣としての人間は, ｢経験的に条件づ

けられた法則の下にある,この存在者の現存で

あって,したがって理性にとっては他律であ

る｡｣

｢原型的自然natura archetypa｣とは, ｢理性的

存在者の超感性的自然｣であり, ｢一切の経験

的条件から独立な,したがって純粋理性の自律

に属する法則に従っているその現存｣である｡

｢模型的自然natura ectypa｣とは, ｢感性界の

うちに,しかも感性界の法則を損なうことなく

現存しなければならない｣,つまり｢感性的自

然｣への｢超感性的自然｣の｢模写Gegenbild｣

であり,したがって理性的存在者の意志の規定

根拠としての｢超感性的自然の理念から生じる
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可能的結果を含む｣ものである｡

われわれは叡知界における合法則性と合目的

性とを究極目的へと統一させるような超越的秩

序としての自由の法則を認識することができな

い｡われわれが認識しうるのは,原型的自然の

感性的自然への｢模写｣にすぎない｡つまり合

法則性と合目的性とは,それぞれ別の｢模写｣

としてしか認識しえないのである｡したがって

感性界において両者を一つの範型に合一させる

ことは,かえって矛盾を招くことになると思わ

れる｡

定言命法の第一命題と第二命題の存在する意

義はここに求めることができる｡第-命題は超

越的秩序の模写としての合法則性,第二命題は

その模写としての合目的性を表わすもの,と考

えることができる｡ただしカントが『実践理性

批判』を著した段階では,やはり第二命題も合

法則的普遍性を人間に求めた結果として導出さ

れたと思われ,合目的的連関に関する十分な論

考は『判断力批判』を得たねばならないのであ

る(3)｡

｢理性は,意志の対象とわれわれのあらゆる

欲求の満足とにかんして,意志を確実に導くに

は十分に適格ではなく,かえってこうした目的

には生まれつきの自然本能のほうがいっそう確

実に導いたであろうが,しかしそれにもかかわ

らずわれわれには理性が実践的能力として,つ

まり意志に影響を与える能力として朕与されて

いるのだから,そこでもし自然がどこでも自然

の素質の分配に際して合目的的に作業したとす

れば,理性の其の使命は,なにかほかの意図に

おいて手段として善い意志をではなくて,それ

自体において善い意志を生むことであるに違い

なく,まさしくこのことのために理性が必要と

されたのである｡｣ [Kant1785:32]

この『道徳形而上学の基礎づけ』の中で述べ

られている自然は多義的である｡ ｢自然本能｣

の自然が感性的自然を意味する一方, ｢自然が

どこでも自然の素質の分配に際して｣作業する

という自然は,原型的自然を意味している｡原

型的自然が自らの素質を人間に分配するという

合目的的な作業を通じて,感性的自然としての

人間は,善い意志を生むという使命を帯びた理

性を有する存在者となったのである｡ただし,

原型的自然の作業が合目的的であるからといっ

て,人間が感性的に制約された自然である以

上,原型的自然の素質を人間の素質へと短絡さ

せることはできない｡原型的自然から分配され

た理性は,感性的制約の中では,自然法則の形

式による格率の吟味をもって初めて原型的自然

の素質へと連接しうるのである｡

ところで, 『純粋理性批判』が著された時点

では,反省的判断力はまだ登場していなかった

が,その働きは理性の統制的使用に含まれ, ｢超

越論的弁証論｣の中で｢最高創造主｣のもとで

の合目的的な｢自然の体系的統一性｣について

論じられており, 『判断力批判』の｢第二部

目的論的判断力の批判｣の論旨は,この時点で

ある程度固まっていたといってよい｡したがっ

て,もしカントに,合目的性を範型に含ませよ

うとする意図があれば,十分できたはずであ

る｡にもかかわらず,カントは範型論の中で合

目的性について一切触れていない｡また, ｢目

的自体の方式｣である第二命題についても一切

の言及はない｡こうした経緯から伺えること

は,範型論に合目的的含意をあえて混入させた
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くなかったのではないかということである｡

『基礎づけ』の中では, ｢自然法則の方式｣に

関して,対日･対他,完全･不完全の4つの義

務について説明がなされている｡

対日完全義務は自殺禁止の例証であり,自滅

を是とするような自然を想定しても自己矛盾に

陥り成立しない｡即ち矛盾律の例証である｡

対他完全義務は約束の際の虚言の例証であ

り,約束という行為に前提されるべき遵守に矛

盾してしまい,したがってこれは分析判断であ

り,やはり矛盾律に相当する｡

対自不完全義務は自己の才能開化の放置の例

証であり,一時的には存立可能であっても理性

の本来的な開化の意欲に反し,自己矛盾のゆえ

にいずれ自己崩壊する｡

対他不完全義務は他者の困窮に対する不作為

の例証であり,一時的には春立可能であって

も,あらゆる他者からの自分への不作為を招き

いずれ自滅する｡

｢法則の方式｣とはいっても人間の生を論じ

ているため,どうしても生の自己保存という目

的論的意味合いが混入し,それゆえに他者との

調和というような合目的的秩序という解釈へと

引き込まれやすい｡しかしここでカントが｢行

為一般の道徳的判定基準｣として言わんとして

いることは,ペックの指摘するように, ｢格率

の普遍化可能性｣である｡これはまた,義務に

違反するとき, ｢われわれは,われわれの傾向

性の利益のために,われわれに対して(もしく

はただ今回のために)その例外を勝手に設けて

いるにすぎない｣ [Kant,1785,1161とカントが

述べるように,ニュートン力学的自然法則が例

外を形成しえないことと同株の｢普遍化可能

性｣と理解しうる｡

さて,範型とは｢規則において一般的に述べ

られたことをある行為へと具体的に適用｣する

ために,実践的判断力のための法則として基底

に置かれるものであった｡したがって,範型を

直ちに個々の行為を規定するための実用的な規

律とすることはできないO次節で述べるパーソ

ン論のような具体的事例を検証するには,実用

のレベルにおいて範型に相応するものを求める

必要がある｡一般に述べられる自然法則の特徴

とは必然性と再現性であり,これらをもって道

徳哲学上の抽象的概念である範型を,具体的検

討の基準としての行為の規律-と相応させるの

が妥当と考える｡したがって,行為の必然性の

規律とは,ある場面で,あらゆる人間が例外な

くその格率を意欲しうるかと自問せよ,という

ことになり,行為の再現性の規律とは,同じ場

面に何度遭遇しても,必ずその格率を意欲しう

るかと自問せよ,ということになる｡

以上の,範型論解釈から導出された行為の規

律をもとに,現代における先進医療の争点と

なっているエンゲルハートのパーソン論につい

て考察する｡

3.エンゲルハートのパ-ソン論

3-1.概略

エンゲルハートはまず,生命を人格的生命と

生物学的生命に分類する｡たとえば脳死状態に

おいては,経験や行為が不可能なため,生物

学的生命を有しても,人格的生命を有しない｡

[Engelhardt 1982‥ 21]

さらに,人格を｢厳密な意味での人格｣と｢社

会的な人格｣に分ける｡前者は｢道徳的行為者

を同定する際に用いる人格｣であり｢権利と義

務との,個別的な生きた担い手｣である｡
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後者は｢人格の社会的概念ないしは社会的役

割｣である｡たとえば幼児は｢厳密な意味での

人格｣ではないO　しかし,幼児は｢最/)､限の社

会的相互作用に参加できる｣という前提におい

て, ｢あたかも｢厳密な意味での人格｣である

かの如く扱われる｡｣一方, ｢重度の無脳症児は

人格の役割を担う資格を持たないであろう｣と

して,無脳症児は乳幼児から区別される｡

同じパーソン論者でも,マイケル･トウ-

リーのように,人格を前者の意味に限定し,嬰

児殺しを是認する者もある｡エンゲルハートの

議論はこうしたパーソン論の｢行き過ぎ｣を批

判するものである｡

次に,人格それ自体の問題である｡エンゲル

ハートはカントを採用する｡

生物学的生命と人格的生命との間の道徳的な

意味における相違は,カントの言い方を借りれ

ば,人格が目的自体ends inthemselvesであると

いう点にある[Engelhardt 1982‥ 21〕o

これは,カントの定言命法の第二命題, ｢汝

の人格ならびに全ての他者の人格における人間

性を,決して単に手段として用いることなく,

常に同時に目的として用いるように行為せよ｣

[Kant1785: 129〕を援用しているものである｡

また,エンゲルハートが人格に着目したのも,

主にカントの｢人格の尊厳｣に依っている棚｡

しかし,エンゲルハートの議論が,カントの道

徳哲学と根本的に相容れない功利主義の立場に

立つものであることは,エンゲルハート本人が

強調している｡

｢人格の社会的意味｣は,第一次的には,功

利的な観点からの構成物であることを強調して

おかなければならない｡この意味での人格は

｢厳密な意味での人格｣ではなく,したがって,

無制限の尊敬の対象ではない｡むしろ,人間の

生命のある種の事例〔乳幼児〕を人格として扱

うのは, ｢厳密な人格｣である諸個人にとって

の利益のためである　LEngelhardt 1982: 29](

｢厳密な人格｣である諸個人の利益のために,

｢社会的人格｣という人格の拡大解釈を要する,

ということである｡

3-2.エンゲルハートのパーソン論の問題点

人格とみなされないために殺されても構わな

い,という論は,なぜ殺されても構わないのか,

という根拠を欠く点で,すでに多くの反論がな

されており,ここで同じ議論を繰り返すつもり

はない｡

エンゲルハートによるパーソン論の問題点

は,カントの導き出した道徳法則を,懇意的に

カントの意図に反して,経験論の姐上で論じて

いることである｡カントによる経験論非難は徹

底している｡実践理性は神秘主義からも経験論

からも守られなければならない｡

｢神秘主義は道徳法則の純粋さや崇高さと矛

盾しないし,そのうえ構想力を超感性的直観に

至るまで拡張させることは実に不自然で通常の

心構えにも合わないから,したがってこの方面

での危険はそれほど一般的ではない｡これに反

して,経験論は心術における道徳性を根こそぎ

にし,道徳性に対して,義務のかわりにまった

く別のものを,つまり傾向性一般がひそかに交

際している経験的関心を押し付け,その上また

まさにそうした理由から一切の傾向性と結託
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し,傾向性が最上の実践的原理の尊厳にまで高

められたとすると,人間性の地位を低下させる

のであって,傾向性はそれにもかかわらずあら

ゆるひとびとの性向にとってきわめて好意的で

あるから,こうした理由から経験論は,あらゆ

る狂信よりもはるかに危険である｡というのも

狂信〔神秘主義〕は決して多くの人間の常態と

なることはできないからである｡｣ [Kant1788:

181-182]

カントに従えば,パーソン論は人間の傾向性

と結託したものであり,人格をかたっていなが

ら実は生への傾向性を尊厳へと紀り上げている

ということになるであろう｡

エンゲルハートの場合,目的は｢厳密な意味

での人格｣を有する人間の幸福であり,人間そ

れ自体ではない｡次に, ｢社会的人格｣として

の人間も,目的自体とはみなされない｡こうし

た点を見るだけでも,エンゲルハートの議論が

カントの道徳哲学を逸脱していることがわか

る｡

最後に,エンゲルハートのパーソン論を,戟

型論の解釈において論じた自然法則の必然性と

再現性とをもって検証してみよう｡

まず,行為の必然性の規律として,人間を

｢厳密な人格｣を有する者と有さない者とに,

あらゆる人間が例外なく区別することを意欲し

うるかと自問せよ,ということである｡次に,

行為の再現性の規律として,汝は同じ場面に何

度遭遇しても,人間を｢厳密な人格｣を有する

者と有きない者に区別することを意欲しうるか

と自問せよ,ということである｡たとえば無脳

症児を前にして,汝の隣人は例外なく,その無

脳症児に,人格の有無という区別を用いること

を意欲しうるか,また延命処置を断つことを意

欲しうるか,そして,汝は何度同じ場面に遭遇

しても,延命処置を断つことを意欲しうるかと

自問せよ,ということである｡このような自問

によって,その無脳症児からの臓器移植,医療

経済などの社会背景,自問する本人の欲望や個

人的事情など,幾層もの要因に左右される私念

が己れのうちに浮かび上がってくるはずであ

る｡無論こうした規律は,パーソン論の｢線引

き｣のように,人間の生と死に対する尺度を作

成するものでない｡しかし重要なのは,生命倫

理学上の問題を考える際,行為の規律が統制的

に働くということである｡道徳性Moralit狛こ

よる統制の下で初めて適法性Legalitatを問うこ

とができる｡その道はない｡

4,結語

生命倫理学は,人間の生死を操作することの

正当性を,医療技術の進歩に急き立てられ,級

追いしながら法制化してきたという経緯があ

る｡このため｢倫理｣とはいっても適法性の枠

の中での調停的議論に陥りやすい｡また小論で

指摘したように,いくらカントの道徳哲学を援

用してこれを功利主義という本来的に相容れな

いものへと表面的に接続しても,自己矛盾に陥

ることは明らかである｡

カントの道徳哲学をもってパーソン論のよう

な生命倫理学上の尺度を作成することは困株で

あろう｡しかし少なくとも,このような便宜論

を遣徳性の面から検証することは可能であり,

また不可欠なのである(5)

一方,カント哲学のような抽象的な議論を現

実の世界に｢応用｣することは不可能,という

こともよく言われることである｡しかし,具体
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的事例の検討がカント哲学の今日的意義を見出

す契機となり,これがまた生命倫理学上の議論

の深化-と繋がることは,間違いないであろ

う(6)

小論ではカント範型論の解釈という哲学的考

察をもとに,実際的課題としてのパーソン論の

道徳的検証を行なった｡もっとも,人間の延命

処置とその中止に関する問題は,哲学の解釈や

医療倫理の問題にとどまるものではなく,生物

学的生命観に陥ってしまった現代の生命観に,

新しい視点を与えるための糸口となるものと思

われる｡生物学的生命観を超克するためには,

より深く多角的な論考が必要である｡小論に近

いところでは,カントやシェリングの根本悪の

概念の考察が課題となるであろう｡さらに,礼

会的に構築された言説としての生の側面や.言

説と公共性の問題も関与してくるであろう｡小

論は新しい生命観を模索するという目的に向っ

ての端緒をなすものである｡

〔投稿受理日2006. 9.20/掲載決定日2006.12.20〕

注

(1) E.カッシーラーは『カントの生涯と学説』の中

で, ｢ 〔範型論で述べられている〕 ｢自然｣は,諸々

の客観の感性的硯存在ではなくして,個別的諸日的

相互の体系的関係であり.一つの｢究極目的｣に

おけるそれらの調和的総括である｣として.目的

論的解釈をしている[C:assirer,門脇卓爾他訳2003:

276]

(2)類比Analogieとは, ｢二つの物の間の不完全な類

似AJinlichkeltを意味するのではなく,まったく類

似していない諸物の間の二つの関係の完全な類似

を意味する｣ [Kant 1783:第五節〕｡

､-. /�".:-[I.-∴-∴　二､･　　　∵-,:∴､　:∴

と『判断力批判』との最も決定的な相違は,前者

における道徳法則が全ての叡知的存在者に妥当す

るのに対して,後者における規則は地上の人間存

在に,その妥当性を厳格に制限されている,とい

う点にある｣として,政治哲学における『判断力

批判』の重要性を指摘する｡もっとも,趣味判断

の分析論により導かれた共通感sensus commumsの

理念を共同体感覚commumりr senseと読み替える点

は,やはりここで論じられている超感性界と感性

界の関係に抵触せざるを得ない[Arendt1982]

(4)日本の生命倫理学は主に英米のBioethicsを輸入

したものであるが. ｢生命の神聖さsanctityoflife｣

を｢生命の尊厳｣と翻訳しているものが多く, ｢人

間の尊厳human dignity｣とも混同して,議論の混

乱を招く一因となっているO　したがって｢尊厳｣

に関しては比較文化論的考察を含めた議論を要す

ると思われる｡ [奥野1998: 129]

(5) 1996年に,日本カント協会によって催された｢カ

ントと生命倫理｣というシンポジウムにおいても,

小熊は｢生命倫理は,カント倫理学とそれを研究

するわれわれ自身の倫理学が,現実の問題につき

合わされ.試される場であるO｣と提言している｡

(6)一例を挙げれば,蔵関は｢人間の尊厳を守る安

任　-カントとヒト肱の議論-｣の中で, ｢人間の

尊厳｣という概念が,西欧に限定されるものでは

なく人類にとって普遍性をもつことを,生命倫理

学における｢ヒト肢｣の｢尊厳｣という問題に焦

点を当てることにより,論証を試みている｡ [蔵田

2004: 8〕｣
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